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現行の臓器移植法に至る経緯
◆角膜移植法（昭和33年4月17日）――遺族の書面による承諾
◆角膜腎臓移植法（昭和54年12月18日）
　――①遺族の書面による承諾，又は，
　　　②死者の生存中の書面による承諾及び遺族の不拒
◆臓器移植法案（各党協議会案）（平成6年4月12日）
　――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒，又は，
　　　②遺族の書面による承諾
◆臓器移植法案（各党協議会案）に対する修正案（平成8年6月14日）
　――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒
◆臓器移植法（平成9年7月16日,成立は6月17日,施行は10月16日）
　―［①死者の生存中の脳死判定に従う意思の書面による表示及び
　　　　家族の不拒，及び］
　　　②死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒



臓器移植法に基づく脳死移植
(1)平成11年2月（高知日赤病院／心（阪），肝（信），腎２，角
膜２）
(2)平成11年5月（慶應大学病院／心（循），腎２）
(3)平成11年6月（古川市立病院／心（循），肝（京），腎２）
(4)平成11年6月（千里救命救急センター／肝（信・不使用），
腎２）
(5)平成12年3月（駿河台日本大学病院／心（阪・8歳男児），
肺（阪・東北），肝臓（京・10歳未満女児・信），腎２）
(6)平成12年4月（由利組合総合病院〔秋田県本庄市〕／（肝・
京））
(7)平成12年4月（杏林大学病院／心（阪），膵腎（阪），肝（京），
腎１）

(*)平成12年6月（藤田保健衛生大学病院）法に基づく脳死判定がなされたが臓器は摘出されず。

(8)平成12年7月（福岡徳洲会病院／心（循），肝（京），肺（東
北），腎２）
(9)平成12年11月（函館市立函館病院／肝（京），腎



(10)平成13年1月（昭和大病院／心（循），右肺（東北），肝（京），膵腎
（阪），腎）

(11)平成13年1月（川崎市立川崎病院／心（循），肺（阪），膵腎（女子
医），腎臓，小腸〔京・10歳未満小児〕，角膜）

(12)平成13年2月（日本医大／心（阪），肝（北），腎２）
(13)平成13年3月（奈良医大／心（循），両肺（阪），肝（京），腎２，角膜）
(14)平成13年7月（聖路加国際病院／腎２〔ドナーの親族に〕）
(15)平成13年7月（国立南和歌山病院，10歳代後半／心（女子医），肺
（阪），肺（阪），肝（京），膵腎（福島県立医），腎）

(16)平成13年8月（新潟市民病院／肝（京），膵腎（九），腎）
(17)平成13年11月（千葉大病院／心（循），肺（東北），肝（北），膵腎
（九），腎）

(18)平成14年1月（日本医大／心（阪），肺（岡山），肝（信），肝（信），膵
（阪），腎２）

(19)平成14年4月（日本医大／肝（北），腎２）
(20)平成14年8月（八戸市立市民病院／心（阪），肺（京），肝（京），膵腎
（女子医），腎



臓器移植法の内容・適用範囲
(1)本法の内容
①臓器移植に関する基本的理念
②臓器移植目的で死体から心臓，肺，肝臓，腎臓，膵臓，小腸，眼
球を摘出するための要件（なお，本法の運用指針第11　２は，こ
れ以外の臓器を移植目的で死体から摘出することを禁じている）

③臓器売買の禁止（すべての臓器移植に及ぶ）
④死体から摘出された臓器のあっせんに関わる要件，など

(2)本法の適用がない移植など
①生体から摘出される臓器・組織を利用する移植（例・腎移植，肝
移植，肺移植，膵臓移植，骨髄移植）

②死体から摘出される組織（例・皮膚，血管，心臓弁，骨，膵島）
の移植（→運用指針第11　６：遺族の承諾）

③細胞・組織を原材料とする医薬品等の製造のための細胞・組織の
採取・利用

④生体・死体から摘出された臓器・組織・細胞の研究利用



臓器移植法第６条第１項

①　医師は，死亡した者が生存中に臓器を移植術
に使用されるために提供する意思を書面により
表示している場合であって，その旨の告知を受
けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は
遺族がないときは，この法律に基づき，移植術
に使用されるための臓器を，死体（脳死した者の
身体を含む。以下同じ。）から摘出することがで
きる。



臓器移植法第６条第２項第３項

②　前項に規定する『脳死した者の身体』とは、その
身体から移植術に使用されるための臓器が摘出され
ることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不
可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体
をいう。

③　臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第１項
に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従
う意思を書面により表示している場合であって、そ
の旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒ま
ないとき又は家族がないときに限り、行うことがで
きる。［4項以下は省略］



死体からの移植用臓器の摘出要件

【死体（脳死した者の身体〔以下，「脳死体」とい
う〕も含む）からの臓器の一般的摘出要件（6条1
項）】

①生前の本人の，提供意思の，書面による表示（ド
ナーカード→臓器提供意思表示カードや運転免許
証・健康保険証へのシール）

②①の意思表示があったことを知らされた遺族が摘
出を拒まないこと（または遺族がないこと――遺
族がない場合については以下では省略する）



死体からの移植用臓器の摘出要件

【脳死体から臓器を摘出しようとする場合に，
脳死の判定を行うための要件（6条3項）】

③本人の，脳死判定に従うという意思の，書面
による表示（臓器提供意思表示カードや運転免許
証・健康保険証へのシール――「私は，脳死の判定
に従い，脳死後，移植の為に○で囲んだ臓器を提供
します。」）

④③の意思表示があったことを知らされた家族
が脳死判定を拒まないこと



臓器提供の意思表示

生前に提供意思の表示をなしうる者

ガイドライン第１　書面による意思表示ができる年齢等に
関する事項

「臓器の移植に関する法律……における臓器提供に係る意
思表示の有効性について、年齢等により画一的に判断す
ることは難しいと考えるが、民法上の遺言可能年齢等を
参考として、法の運用に当たっては、15歳以上の者の意
思表示を有効なものとして取り扱うこと。……患者が知
的障害者等であることが判明した場合においては、当面、
法に基づく脳死判定は見合わせること。」

臓器を分割・縮小して移植することが不可能な心臓などに
ついては身体の小さい小児の患者への移植ができない。



小児心臓移植の問題

本法施行後，18歳未満の43人が海外での心臓移
植を希望し，うち，12人が渡航前や渡航後の
待機中に死亡している。2002年7月17日に開
かれた自民党の脳死・生命倫理及び臓器移植
調査会では，「法改正によって可能にすべき
だ」との意見が大勢を占め，9月までにたた
き台を作り，超党派の生命倫理研究議員連盟
（中山太郎会長）と連携をとって実現に向け
努力することが決った。



厚生科学研究「臓器移植の法的事項に関する研究」
（分担研究者町野朔上智大学教授）研究班の改正案

 第６条① 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植

術に使用されるために提供する意思を書面により表示
している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が
当該臓器の摘出を拒まないとき、若しくは遺族がいな
いとき、又は死亡した者が当該意思がないことを表示し
ている場合以外の場合であって、遺族が移植術に使用
されるための臓器の摘出を書面により承諾したときに
は、移植術に使用されるための臓器を、死体（脳死体を
含む。以下同じ。）から摘出することができる。



厚生科学研究「臓器移植の法的事項に関する研究」
（分担研究者町野朔上智大学教授）研究班の改正案

 第６条② 前項後段の場合において死亡した者が未成

年者であるときには、移植術に使用されるための臓器
の摘出を書面により承諾する遺族は、その者の親権者
であった者とする。

 ③ 第１項の場合において、死亡した者の臓器提供の

許否に関する意思は、遺族に確認されなければならな
い。



町野班の改正案に対する批判

• 家族は本人の一番有利な代弁者になり得るという前提
があるが，必ずしもそうとは限らず，一つ間違えば，近
親者ほど残酷になる（米本昌平）。

• 町野案では、脳死を死と認めていなかった３割の人々の
運命は、家族にゆだねられることになる。そして家族が
承諾した場合、これらの人々は、意に反して脳死による
死の判定をされ、臓器を摘出されてしまう（森岡正博）。

• 脳死臨調の２年間の大論議や臓器移植法の制定まで
の過程をすべて否定することになる（梅原猛）。



町野班の改正案に対する批判

 脳死臨調の答申を踏み越えている。
 「臓器提供についての本人の承諾がドナーカード等
の文書でなされていない場合においても、近親者
が諸般の事情から本人の提供の意思を認めている
ときには臓器提供を認めてよいものと考える。さら
に、この点に関しては、本人の臓器提供について
の意思が不明な場合であっても、近親者が提供を
承諾する場合には、臓器提供を認めるべきである
という意見もあった。」



総理府の臓器移植に関する世論調査
（平成１２年５月）

 Ｑ１３　あなたは，脳死での臓器を提供することに
ついて，本人の意思表示と家族の承諾についてどう
思いますか。この中から１つだけあげてください。

 （ア）（20.6）本人の意思表示のみでよく家族の承
諾は不要

 （イ）（ 2.1）家族の承諾のみでよく本人の意思表
示は不要

 （ウ）（69.9）本人の意思表示と家族の承諾が必要
 （エ）（ 7.3）わからない



総理府の臓器移植に関する世論調査

 Ｑ１４　１５歳未満の者からの脳死での臓器提供は，
現在はできないため，重い心臓病などの小さいお子
さんへの移植ができません。あなたは，このことに
ついてどう思いますか。この中から１つだけあげて
ください。

 （ア）（11.5）移植ができないのはやむを得ない
 （イ）（ 9.6）どちらかといえば移植ができないの
はやむを得ない

 （ウ）（36.6）どちらかといえば移植ができるよう
にするべきだ

 （エ）（31.2）移植ができるようにするべきだ
 （オ）（11.1）わからない



森岡正博教授の改正案（現行法６条に追加）

６歳以上１５歳未満の者については、生存中に臓器を移

植術に使用するために提供する意思を書面により表示

している場合であって、かつ親権者が書面によりそれに

承諾を与えていた場合であって、かつその旨の告知を

受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないときまたは遺

族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用され

るための臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。以下

同じ。）から摘出することができる。６歳未満の者からの

臓器摘出は禁止する。



日本移植者協議会の改正案
第六条 ①医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使
用されるために提供する意思を書面により表示している場
合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出
を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、
移植術に使用されるための臓器を、死体（脳死した者の身
体を含む。以下同じ。）から摘出することができる。死亡した
者が15歳未満のときは遺族(親権者)が臓器を移植術に使
用されるために提供する意思を書面で示した場合も移植術
に使用されるための臓器を、死体（脳死した者の身体を含
む。以下同じ。）から摘出することができる。

②［変更なし］

③［削除］



日本移植者協議会の改正案の説明

遺族（親権者）が、脳死と判定されたあと臓器提供を行うことは、親
権の及ぶ範囲ではないとの意見もある。親権は子に利益を与え
る範囲のものでなくてはならないと解釈するのがその理由であり、
臓器提供は、子にとって不利益であると考える事に由来する。し
かし、幼くして亡くなる者が社会に対してどのように貢献できるか
を考えた時、臓器を提供することにより、子が社会に生存し、社
会の一員として社会に貢献できた事は、それが子の死後の臓器
提供であっても不利益であると言い切ることは出来ないものと考
える。一方、幼くして子供を失う親にとって、その子がこの世に生
存した証として、何らかのかたちで社会貢献できる事は、心の安
らぎとなる。また、個人として生存する事はなくとも、どこかで、分
身としていきつづけている事は、親としての心の支えにもなること
であり、その心情は汲み取られるべきである。



丸山私案

 (1)　12歳以上

 　本人に，脳死判定に従い臓器を提供するという意思表示
をすることを認める（親の承諾は，家族・遺族の脳死判定
及び臓器摘出を拒まない態度を求める要件で保証される）。

 (2)　12歳未満

 　子に対して行われる脳死判定に従う意思と臓器提供の意
思を親が表示すること，および家族・遺族のそれらについ
て拒まない態度があれば臓器の摘出を認める。ただし，生
前に本人が，脳死判定に従う意思のないこと，または，臓
器の摘出を拒否する意思を表明していた場合には臓器の摘
出はできない。



現行の臓器移植法に至る経緯

◆角膜移植法（昭和33年4月17日）――遺族の書面による承諾
◆角膜腎臓移植法（昭和54年12月18日）
　――①遺族の書面による承諾，又は，
　　　②死者の生存中の書面による承諾及び遺族の不拒
◆臓器移植法案（各党協議会案）（平成6年4月12日）
　――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒，又は，
　　　②遺族の書面による承諾
◆臓器移植法案（各党協議会案）に対する修正案（平成8年6月14日）
　――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒
◆臓器移植法（平成9年7月16日,成立は6月17日,施行は10月16日）
　―［①死者の生存中の脳死判定に従う意思の書面による表示及び
　　　　家族の不拒，及び］
　　　②死者の生存中の提供意思の書面による表示及び
　　　　遺族の不拒



死体からの移植用臓器の摘出要件
本法のもとで死体から移植用臓器を摘出するためには，本人

の臓器提供意思の表示があることが不可欠。他方，旧角膜
腎臓移植法のもとでは，遺族の承諾に基づいて臓器が摘出
されることがほとんどであった。

例外として附則４条第１項（心臓死体／眼球・腎臓の摘出）

「医師は、当分の間、第６条第１項に規定する場合のほか、
死亡した者が生存中に眼球又は腎臓を移植術に使用される
ために提供する意思を書面により表示している場合及び当
該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、
遺族が当該眼球又は腎臓の摘出について書面により承諾し
ているときにおいても、移植術に使用されるための眼球又
は腎臓を、同条第二項の脳死した者の身体以外の死体から
摘出することができる。」



臓器提供先に関する本人の生前意思の取扱い

本法施行後15例目（2001年7月）の脳死下における臓器提供事例
において，ドナー本人は，生前，二人の親族に臓器を提供する
意思を表示していた。日本臓器移植ネットワークは，厚生労働
省に対応を照会した上で，ドナーの生前の意思を尊重して，親
族二人へ臓器（腎臓）が移植されるようあっせんを行った。

この事例を契機として，厚労省厚生科学審議会疾病対策部会臓器
移植委員会で2001年9月から2002年7月にかけて7回にわたって，
レシピエントを指定するドナーの意思の取扱いについて議論さ
れ，その間，厚労省ホームページ上で2回の「ご意見募集」が
なされた。しかし，委員会では意見の一致が得られず，国会等
における意見のとりまとめが要請されるとともに，当面は，提
供先を指定する本人の生前意思に基づく臓器提供は認めないこ
ととされた（2002年7月）。【経緯は末尾資料参照】



NHK・ＢＳ１・インターネット・ディベート

2002年10月のテーマ［2］

臓器移植法～５年後の見直し
テ－マの説明：臓器移植をめぐる二つの議論

今年10月に施行から5年を迎える臓器移植法は、現在
『１５歳未満からの臓器提供』と『臓器提供先の指
定』という二つの問題をめぐって揺れ動いています。
いつなんどき、あなたが当事者になるかもしれない
臓器移植法のゆくえ。一緒に考えてみませんか？

＜ナビゲ－タ－＞迫田朋子ＮＨＫ解説委員

放送案内　10月12日（土）／10月19日（土）



不使用臓器の研究利用
法律第９条　病院又は診療所の管理者は、第６条の規
定により死体から摘出された臓器であって、移植術に
使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定め
るところにより処理しなければならない。

施行規則第４条　法第９条の規定による臓器(法第５条
に規定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼却して
行わなければならない。

ヒト組織の研究利用の必要性からこれらの規定の見直
しを求める要望書が薬理学会，トキシコロジー学会，組
織培養学会等から出されている。

第16回日本動物実験代替法学会「臓器移植法の見直
しとヒト臓器の研究利用」（2002.12.4）



生体臓器移植
生体からの移植用臓器の摘出については本法の適用がな
く，その適法性は，民法および刑法の一般的な理論か
ら判断せざるを得ない。結論的にいうと，以下の要件
が満たされれば，摘出行為は適法であるといえよう。

　①目的が正当であること（他者の救命･健康の回復），
②レシピエントが得る利益がドナーに対する危険･不
利益に優っていること

　③方法が適切であること（ドナーに対する危険･不利
益が小さい方法でなされること）

　④ドナーのインフォームド・コンセントがあること，

　⑤必要な手続が尽くされていること（実験的要素が強
い場合に倫理委員会の承認が得られていることなど）。



生体肝移植の提供者１割強に合併症
【朝日新聞2002年7月26日】

国内の生体肝移植で肝臓の一部を提供した約２０００人

のうち、１割強に手術による合併症が起きていた。日

本肝移植研究会（会長＝門田守人・大阪大教授）の調

べでわかった。欧米では提供者の死亡例も出ており、

研究会は２６日、提供者全員を生涯にわたって追跡調

査するとともに、安全対策委員会を設けて原因と予防

策を探ることにした。



生体肝移植の提供者１割強に合併症
【朝日新聞2002年7月26日】

生体肝移植が国内で始まったのは８９年。当初は親の肝

臓の一部を子どもに移植する例がほとんどだったが、

９９年以降は大人（１８歳以上）への移植が子どもを

上回った。提供者の肝臓の６割を切り取って移植する

ケースも出始め、体の負担が大きくなった。

研究会は今年４月、１８３４例について提供者の健康状

態を調べた。２２９人が何らかの合併症を起こしてい

た。胆汁が漏れる胆汁ろうや腸閉塞（へいそく）など

消化器に関する合併症が７割を占めたほか、Ｃ型肝炎

ウイルスの感染などもあった。手術のせいで死亡した

人はいなかった。



死体からの組織の移植――運用指針第12　６

「法が規定しているのは、臓器の移植等についてであっ
て、皮膚、血管、心臓弁、骨等の組織の移植について
は対象としておらず、また、これら組織の移植のため
の特段の法令はないが、通常本人又は遺族の承諾を得
た上で医療上の行為として行われ、医療的見地、社会
的見地等から相当と認められる場合には許容されるも
のであること。
したがって、組織の摘出に当たっては、組織の摘出に
係る遺族等の承諾を得ることが最低限必要であり、遺
族等に対して、摘出する組織の種類やその目的等につ
いて十分な説明を行った上で、書面により承諾を得る
ことが運用上適切であること。」



補足資料

臓器提供先に関する

本人の生前意思の取扱い



臓器提供先に関する本人の生前意思の取扱い

毎日新聞2001年07月06日
聖路加国際病院（東京都中央区）で今月１日に脳死となった６
０歳代の男性が、親族２人に腎臓（じんぞう）を提供した。遺
体から提供された臓器は原則として、社団法人「日本臓器移植
ネットワーク」（本部・東京）の仲介で、医学的に最適の患者
に移植される。１日の移植ではこの原則が適用されなかったが、
厚生労働省は事前に相談を受け「問題ない」と判断したという。
例外はなぜ認められ、どこまで許されるのか。

男性は脳出血で入院。６月２９日夕方に容体が悪化し、主治医
は「回復は難しい」と家族に説明した。関係者によると家族は、
３０日にネットの移植コーディネーターに面会し、「二つの腎
臓をそれぞれ親族に移植してほしい。本人も生前にそう希望し
ていた」と求めた。「親族へ」という本人の希望は、複数の家
族が証言したが、文書では残っていなかったという。



厚労省厚生科学審議会疾病対策部会
臓器移植委員会での検討経過

2001.9.10.第3回，10.11.第4回，12.12.第5回（参考人からの
意見聴取），2002.3.13.第6回委員会――議論（1～4回目）

2002.3.18～4.1――厚生労働省ＨＰ上で、「提供先指定に係る
生前意思の取扱い」について、ご意見募集（1回目）を実施

2002.4.9.第7回委員会――事務局より、議論のたたき台案とし
て、「臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱い」につい
て、Ａ案・Ｂ案を提出、議論（5回目）。

2002.4.12～5.12――「臓器提供先に係る生前意思の取扱いに
関するご意見募集（2回目）を実施

2002.6.12.第8回，7.11.第9回委員会

2002.7.11.臓器移植委員会「臓器提供先に係る本人の生前意思
の取扱いについて」（臓器提供先を指定する本人の生前意
思に基づく臓器提供を，現時点においては認めない）



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ａ案）

○　基本的考え方

１　臓器の移植に関する法律の解釈とその運用に当たっての基本姿勢

臓器移植法においては、基本的理念の一つとして、「移植術を必要とす
る者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されな
ければならない」とされており（第２条第４項）、原則として、臓器
移植を受ける者は、あっせん機関に登録している者の中から、医学的
理由により、公平に選択されるべきであることは当然である。

また、厚生労働大臣は、移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わ
ないおそれがあると認められる者には、業として行う臓器のあっせん
の許可をしてはならないとされている（第１２条第２項第２号）。

さらに、臓器移植法の成立の過程でも、公平な移植医療が行われること
が前提として議論が進められ、形作られた経緯があるといえる。

このため、こうした臓器移植法を支える考え方に照らせば、親族等に提
供者がいる場合には移植を待つレシピエントの列を飛び越えて移植を
受けられるということは例え例外的にも認められるものではなく、提
供先を指定する提供者本人の意思は尊重されるものではない。



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ａ案）

２　提供先を指定した臓器提供を認めることにより予想される弊害

（１）移植待機患者を指定して提供をなし得る者に与える影響について

　　(1)　親族等の一定の範囲での提供先指定を認めた場合、移植待機患
者の親族等に、当該待機患者のために自らの臓器を提供しなければな
らないのではないかとの精神的な重圧を与えるおそれがあるのではな
いか。

　　(2)　提供者が自殺した場合にも、提供者の指定による提供を認めう
るとすると、自殺を誘発するおそれがあり不適当ではないか。

（２）臓器移植医療全体に与える影響について

　　(1)　あっせん機関に登録して移植を待っている待機患者に対して不
公平となるのではないか。

　　(2)　提供先を指定する場合、臓器提供意思表示カードに記載するな
ど、書面によりその意思を表示する必要があるが、そうした処理が定
着することは公平な移植医療に反することになるのではないか。



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ａ案）

（３）運用上の不都合について

(1)　医学的理由により指定された者への提供ができなかった場合に、
当該提供者からの臓器提供ができなくなるのか、それともあっせん
機関に登録されている待機患者に配分されることになるのかなど、
取扱いが複雑になるのではないか。

(2)　提供先の指定が認められるための要件を定めて運用するとして
も、その要件に該当しないために提供先の指定が認められない事例
が多発し、現場での混乱が起きるのではないか。

（４）普及啓発の問題について

　臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて、提供先の指定
が認められるための要件等を明確にした上で国民に周知徹底を図る
必要があるが、それにより結果的に提供先を指定した臓器提供自体
が推奨されるおそれがあり、不適当ではないか。



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ａ案）

○　新たなルール（案）

レシピエントの選択は、あっせん機関により、公平かつ適正に行われる
ことが原則であり、何人も自らの臓器の提供先を指定して臓器提供を
行うことはできない。

また、臓器の提供先を指定する意思が書面により表示されていた場合は、
医師は、移植術を必要とする者に対する移植を行うために、当該提供
先を指定する意思表示を行った者に対する法に基づく脳死判定及びそ
の者からの臓器（心停止後の眼球又は腎臓を含む）の摘出を行わない
ものとする。

（参考）

臓器の提供先を指定する意思が書面により表示されていた場合には、そ
うした余事記載がなされていれば、その意思表示は全体として無効と
して取り扱うことが運用上適当と考えられる。

また、臓器の別により扱いを変える必要はなく、脳死・心臓死とも同様
の扱いとする。



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ｂ案）

○　基本的考え方

１　臓器の移植に関する法律の解釈とその運用に当たっての基本姿勢

臓器移植法の基本的理念の一つとして「移植術を受ける機会の公平性」
があり、原則として、臓器移植を受ける者は、あっせん機関に登録
している者の中から、医学的理由により、公平かつ適正に選択され
るべきであることは当然である。

しかし一方で、我が国の臓器移植法は、脳死判定及び臓器提供に当たっ
て、本人の承諾があることを必要としており（心停止下における眼
球及び腎臓の提供を除く）、諸外国における臓器移植に関する法律
に比べて、本人意思を重視するものとなっている。

我が国において、国民の理解を得ながら臓器移植を推進していくため
には、こうした我が国の臓器移植法を出発点とし、これを適切に運
用していくことが重要である。



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ｂ案）

２　提供先を指定する生前意思の取扱い

まず前提として、臓器移植法においては、明示の規定により、「臓器提
供者が、自らの臓器の提供を受ける者を指定することは、いかなる場
合であっても認められない」とはされていないところであり、提供を
受ける者の指定を認めることが直ちに法に抵触し許されないとまでは
いえない。

しかし、あっせん機関にレシピエント登録を行い移植を待ち続ける者の
数に比べてドナーの数が圧倒的に少ない中で、指定された者が、医学
的理由による優先度の順番を飛び越えて移植を受けられるとすると、
公平性の観点から疑問であるとの指摘がある。

以上から、レシピエントの選択は公平に行われることが原則であるが、
なお自己決定が認められる範囲を否定することはできないため、どこ
まで自己決定を認めるかという範囲を明らかにした上で、その範囲内
に限って提供先を指定する本人の意思表示を認めることとする。



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ｂ案）

範囲を明らかにするに当たっては、

（１）提供先として指定される者については、

(1) 臓器売買や、臓器の提供に係る一切の利益供与のおそれが低い者
でなければならない

(2)　移植を待つ他の者との関係からみても、真に移植を必要として
いると認められる者でなければならない

（２）提供先を指定する意思については、

　 (1)　本人の自発的意思による提供であることが客観的に確認される
必要がある。

(2)　有効な意思表示をなし得る者の解釈については、臓器移植法の
運用上示されている指針を参考とすることが適当である。

ことに留意しなければならない。



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ｂ案）

なお、提供先の指定が認められるための要件については、ルー
ルとして明確化した上で国民の間に周知徹底を図ることが
必要である。その際、原則として、臓器移植を受ける者の
選択は医学的理由に基づき公平に行われるべきものである
ことや、臓器提供はあくまで本人の自発的意思に基づいて
行われるべきものであることについても併せて周知・啓発
を図ることとし、移植適応の血族を持つ者に精神的な負担
を与えることがないよう、配慮しなければならない。



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ｂ案）

○新たなルール（案）

レシピエントの選択は、あっせん機関を介して、公平かつ適正に行われ
ることが原則であるが、臓器提供者本人が、生前、既にあっせん機関
に登録されている血族を提供先として指定する意思を書面により表示
しており、かつ遺族が拒まない場合には、例外的に、提供先として指
定された者に対する臓器の提供を認めること。

（参考）

（１）　臓器提供者本人の指定による臓器の提供を受けられる者につい
て

(1)　臓器提供者の血族であること

(2)　社団法人日本臓器移植ネットワークへのレシピエント登録を行っ
ている者であること

(3)　医学的に移植適応であること



臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて（Ｂ案）

（２）　指定が認められる臓器提供者本人の生前意思について
(1)　提供先を指定する本人の意思が書面により表示されていること

　書面性を満たすものとしては、
　i）本人の自署による署名
　ii）署名年月日
　iii）提供先として指定する者の氏名と臓器の種別

　が記載されている文書であること
　 脳死下での移植の場合には当然脳死判定に従う意思が示されて

いること。
(2)　１５歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこと

（３）　その他
　指定された者に対する臓器提供につき、遺族が拒まないこと。
　本人の自発的意思による提供であること。
　臓器の別により扱いを変える必要はない。
脳死・心臓死とも同様の扱いとする。特に、心停止下の腎提供も同様
指定が可能な臓器の数は限られるものではない。



臓器提供先に関する本人の生前意思の取扱い
丸山意見：2001.12.12.第5回臓器移植委員会

【検討の視点】

１　現行の臓器移植法の性格（これまでの経緯

から）

２　生体臓器移植からのアナロジー

３　わが国における死体の法的取扱い，とくに

医学的利用に関する取扱い

４　外国の立法例



現行の臓器移植法の性格（これまでの経緯から）

(a)　死体解剖保存法（昭和24年6月10日）――遺族の承諾
(b)　角膜移植法（昭和33年4月17日）――遺族の書面による承諾
(c)　角膜腎臓移植法（昭和54年12月18日）――①遺族の書面による
承諾，又は，②死者の生存中の書面による承諾及び遺族の不拒

(d)　献体法（昭和58年5月25日）――死者の生存中の献体の意思の
書面による表示及び遺族の不拒［又は，遺族の承諾］

(e)　臓器移植法案（各党協議会案）（平成6年4月12日）――①死者の
生存中の提供の意思の書面による表示及び遺族の不拒，又は，
②遺族の書面による承諾

(f)　臓器移植法案（各党協議会案）に対する修正案（平成8年6月14日）
――①死者の生存中の提供の意思の書面による表示及び遺族
の不拒

(g)　臓器移植法（平成9年7月16日――修正案提出は同年6月16日）
――①死者の生存中の脳死判定に従う意思の書面による表示
及び家族の不拒，及び，②死者の生存中の臓器提供の意思の
書面による表示及び遺族の不拒



現行法の性格――
移植用臓器の摘出要件を厳しくする方向での

本人及び家族／遺族の意思尊重

【臓器移植法第２条第1項】

「死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に
使用されるための提供に関する意思は、尊重されなけれ
ばならない。」

　　　――遺族との関係で設けられた規定ともいいうる。

【臓器移植法６条に関する(f)(g)の2段階の修正】

現行法における本人及び家族／遺族の意思尊重の性格は，
６条の摘出要件に関わる(f)(g)の2段階の修正がなされたこ
とから明確である。



生体臓器移植からのアナロジー

　臓器の摘出要件について法律の規定が存在しな
い移植用生体臓器摘出の適法性・社会的相当性は

　①目的

　②摘出がドナーに及ぼす危険性

　③方法・手続

の観点から最終的には社会的判断によって決めら
れている。そして，そこでは，親族間でレシピエ
ントを指定した移植が認められている。



わが国における死体の法的取扱い
とくに医学的利用に関する取扱い

【東京地裁判決平成12年11月24日判決（判例時報
1738:80，判例タイムズ1063:143）】

――遺族を死体の所有者とし，信頼関係が破壊された
場合において，遺体を解剖して摘出した臓器等を標
本（パラフィンブロック及びプレパラート）にして
保存している病院に対して，それらの返還請求を認
めた。

――遺族に死体の所有権を認め，死体の処分について
の強い発言権を認めるべきであるとした。



外国の立法例

【アメリカの統一死体提供法】

（Uniform Anatomical Gift Act, 1968 & 1987）

（コントラクト・イン＝オプト・インタイプの
法律の代表例）

　死体提供において，被提供者を指定す
ることを認める。



いくつかの論点
１　公平性と提供者の意思尊重

　レシピエントの公平性は完全に貫徹されているものではない

（生体臓器移植）。

２　匿名性――これも徹底されていない（生体臓器移植，ドナー

家族にレシピエントの身元を知らせるアメリカの事例）。

３　レシピエントについての希望の表示の態様

(1)　ドナー本人の希望

　(a)　書面によるもの

　(b)　口頭によるもの（親族，友人，関係者の証言）

　(c)　忖度によるもの

(2)　ドナーの家族の希望



いくつかの論点
４　レシピエントに関する希望における特定性の基準

　レシピエントに関する本人及び家族・遺族の希望が
尊重されるとしても，社会的問題が多い特徴による
指定は認められるべきではない――人種，国籍，
性別，年齢，障害（医学的な理由がある場合は，別
に考えるべきであろう）

　親族であるか否かによる区別は，そのような反社
会性を持つものではないので，容認されて良い。



いくつかの論点
５　実際上の結果

　レシピエントに関する希望を尊重しない場合には，
遺族が提供を拒むことが考えられる。逆にいう
と，希望を認めたとしても，ネットワークを通じて
斡旋される臓器数に変化はないといえる。

　また，希望を尊重することは，提供者や家族・遺
族の希望に柔軟に応じる制度ということで，移
植のための死体臓器提供システムが国民にとっ
て身近のものになることが期待できる。
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